
議案第２９号 

   唐津市公民館条例の一部を改正する条例制定に係る意見について 

 唐津市公民館条例の一部を改正する条例制定に係る意見について教育委員会の意

見を求める。 

  令和４年６月２３日 提出 

 唐津市教育委員会         

  教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  西唐津公民館の移転及び古代の森会館の廃止後に鏡公民館として運

営することに伴い、唐津市公民館条例を一部改正するため、令和４年

９月市議会定例会へ唐津市公民館条例の一部を改正する条例を提出す

るにあたり、教育委員会へ意見を求めるものである。 



条 例 案 の 概 要 

 

１ 条例案の題名 

  唐津市公民館条例の一部を改正する条例 

 

２ 改正理由 

  西唐津公民館の移転及び古代の森会館の廃止後に鏡公民館として運営すること

に伴い改正するもの 

 

３ 改正内容 

西唐津公民館の移転に伴い、西唐津公民館の位置について改正するもの。 

また、条例別表第３に鏡公民館の項を加えるもの 

 

４ 施行期日 

  この条例の改正規定中、別表第１の規定は別に規則で定める日から、別表第３

の規定は令和５年４月１日から施行する。 

 



議案第  号 

   唐津市公民館条例の一部を改正する条例制定について 

 唐津市公民館条例の一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年９月  日 提出 

  唐津市長 峰  達 郎     

 

 

提案理由  西唐津公民館の移転及び古代の森会館の廃止後に鏡公民館として運

営することに伴い、唐津市公民館条例を一部改正するものである。 



唐津市条例第  号 

唐津市公民館条例の一部を改正する条例 

唐津市公民館条例（平成１７年条例第３００号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「藤崎通６９４９番地」を「二タ子３丁目２１１番１」に改める。別

表第３中区分に鏡公民館を加える。 

附 則 

この条例は、別表第１の規定は別に規則で定める日から、別表第３の規定は令和

５年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を 

改正する規則制定について 

 唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規

則を別紙のように制定するものとする。 

  令和４年６月２３日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  令和４年４月１日付、市長部局組織の機構改革に伴い改正するもので

ある。 

 

 



規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する

規則 

 

２ 改正理由 

令和４年４月１日付、市長部局組織の機構改革に伴い改正するもの。 

 

３ 改正内容 

第２条の表中「未来創生部」を「スポーツ局」に改めるもの。 

   

４ 施行期日 

  令和４年６月２３日から施行する。 

 



唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を 

改正する規則 

 唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２４年教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「未来創生部」を「スポーツ局」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和４年６月２３日から施行する。 



議案第３０号参考資料 

唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正新旧対照表 
改      正      案 現             行 

（委任事項） （委任事項） 

第２条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第２１条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の

表の左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる市長の補助機関たる職員（以下「補助

職員」という。）に委任する。 

第２条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第２１条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の

表の左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる市長の補助機関たる職員（以下「補助

職員」という。）に委任する。 

委任事務 補助職員 

唐津市立学校体育施設の開放に関すること。 スポーツ局の職員 
 

委任事務 補助職員 

唐津市立学校体育施設の開放に関すること。 未来創生部の職員 
 

 



○唐津市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成24年3月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、他の法令に定める

ものを除き、唐津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」と

いう。)の委任について、別に定めのあるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定

する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる市長の補

助機関たる職員(以下「補助職員」という。)に委任する。

(平25教委規則6・平27教委規則6・平28教委規則2・平30教委規則4・一部改正)

(権限委任の留保)

第3条 教育委員会は、特に必要があると認められるときは、市長と協議をして前条の規定により委任

した事務を自ら行うことができるものとする。

(協議)

第4条 補助職員は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、教育

委員会に協議しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と協議して別に定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

委任事務 補助職員

唐津市立学校体育施設の開放に関すること。 未来創生部の職員
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議案第３１号 

   唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程制定について 

 唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程を別紙のように制定するものと

する。 

  令和４年６月２３日 提出 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康 

 

提案理由  令和４年４月１日付、市長部局組織の機構改革に伴い改正するもので

ある。 

 



規 程 案 の 概 要 

 

１ 規程案の題名 

  唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程 

 

２ 改正理由 

  令和４年４月１日付、市長部局の機構改革に伴い改正するものである。 

 

３ 規程案の内容 

  市長部局の機構改革に伴い、「未来創生部」を「地域交流部」に、「文化振興課

長及び」を「観光文化課長及びスポーツ局」に改めるもの。 

 

４ 施行期日 

  令和４年６月２３日から施行する。 



唐津市教育委員会規程第  号 

 唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和４年６月２３日 

唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

   唐津市教育委員会表彰規程の一部を改正する規程 

唐津市教育委員会表彰規程（平成１７年教育委員会規程第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条中「未来創生部」を「地域交流部」に、「文化振興課長及び」を「観光文

化課長及びスポーツ局」に改める。 

附 則 

この規程は、令和４年６月２３日から施行する。 



議案第３１号参考資料 

唐津市教育委員会表彰規程の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

（推薦の方法） （推薦の方法） 

第５条 前３条に該当するものがあったときは、唐津市教育委員会事務局（以下「事

務局」という）の課長等、地域交流部観光文化課長及びスポーツ局スポーツ振興

課長は、その事情を調査し推薦書（第１号様式）により教育長に推薦するものと

する。 

第５条 前３条に該当するものがあったときは、唐津市教育委員会事務局（以下「事

務局」という）の課長等、未来創生部文化振興課長及び          スポーツ振興

課長は、その事情を調査し推薦書（第１号様式）により教育長に推薦するものと

する。 

 



○唐津市教育委員会表彰規程

平成17年11月1日

教育委員会規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、唐津市の教育振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる学校、その他の教

育機関、団体等及び個人に対し、唐津市政功労者表彰条例(平成17年条例第4号)の適用以外のものの

表彰について必要な事項を定め、市の教育振興を促進することを目的とする。

(平18教委規程3・令2教委規程1・一部改正)

(学校、その他の教育機関又は教育関係職員の表彰)

第2条 唐津市教育委員会の所管に係る学校、その他教育機関又は教育関係職員で次の各号の一に該当

するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 教育上の調査研究又は改善について功績が顕著な者

(2) 職務の遂行に関し職員の名誉を高め、又は他の模範となる行為があった者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる功績又は行為があった者

(児童、生徒の表彰)

第3条 学校の児童又は生徒で次の各号の一に該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見、工夫考案等をした者

(2) 児童、生徒の名誉を高め、又は他の模範となる行為があった者

(3) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められる功績又は行為があった者

(個人、団体等の表彰)

第4条 前2条に規定するものを除き、個人又は団体等で次の各号の一に該当するものがあるときは、こ

れを表彰する。

(1) 学校教育又は社会教育の振興発展についてその功績が顕著なもの

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値すると認められる功績又は行為があったもの

(推薦の方法)

第5条 前3条に該当するものがあったときは、唐津市教育委員会事務局(以下「事務局」という)の課長

等、未来創生部文化振興課長及びスポーツ振興課長は、その事情を調査し推薦書(第1号様式)により

教育長に推薦するものとする。

(平18教委規程3・全改、令2教委規程1・一部改正)

(表彰審査会)

第6条 表彰に関する事項について審査させるために、唐津市教育委員会表彰審査会(以下「審査会」と

いう。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。

3 会長には教育部長を、副会長には教育総務課長を、会員は教育総務課長を除く事務局の課長等を充

てる。

4 会議は会長が招集する。

5 審査会は必要と認めるときは、表彰に関する関係者の出席を求めることができる。

(平18教委規程3・追加、令2教委規程1・一部改正)

(表彰を行う者)

第7条 表彰は教育委員会又は教育長名をもって行う。

2 教育委員会及び教育長表彰の区分は別に定める。

(平18教委規程3・追加)

(表彰の決定)

第8条 教育委員会表彰の決定は審査会の審査後、教育委員会に具申し、その審議を経て決定する。

2 教育長表彰は審査会の審査後、教育長がこれを決定する。

(平18教委規程3・追加)

(表彰の方法)

第9条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。

2 前項の場合金品を併せて贈ることができる。

(平18教委規程3・旧第6条繰下)

第10条 表彰をうける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に交付する。

(平18教委規程3・旧第7条繰下)

(表彰の時期)
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第11条 表彰は、毎年1回これを行うものとする。ただし、必要があるときは、随時に行うことができ

る。

(平18教委規程3・旧第8条繰下)

(補則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平18教委規程3・旧第9条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(唐津市教育委員会唐津地区表彰規程等の廃止)

2 唐津市教育委員会唐津地区表彰規程(平成17年教育委員会告示第3号)、唐津市教育委員会厳木地区表

彰規程(平成17年教育委員会告示第4号)、唐津市教育委員会呼子地区表彰規程(平成17年教育委員会告

示第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に、前項に掲げる規程に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令2教委規程1・一部改正)

附 則(平成18年教委規程第3号)

この規程は、平成18年12月21日から施行する。

附 則(令和2年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

(平18教委規程3・追加)
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議案第３２号 

   唐津市勤労青少年ホームの廃止について 

 唐津市勤労青少年ホーム条例（平成１７年条例第３２５号）第２条の規定に定め

る唐津市勤労青少年ホームの廃止について次のとおり定める。 

  令和４年６月２３日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康 

 

唐津市勤労青少年ホームは、令和４年１０月３１日で廃止とする。 

 

提案理由  令和４年５月の定例教育委員会にて協議を行った「唐津市勤労青少年

ホームの今後の方針について」に基づき、唐津市勤労青少年ホームの廃

止を令和４年１０月３１日とするものである。 

 



唐津市勤労青少年ホームの今後の方針について 

 

１ 経緯と今後の方針について 

昭和４７年５月に西唐津公民館と併設して建設され、勤労者を対象

にした講座が開催され、若者の交流の場として利用されてきた。  

しかし、平成２１年から平成２７年にかけ地域から西唐津公民館の

建て替えについて６回の要望を受け、平成２８年１２月に開催された

唐津市公共施設再編推進検討委員会に諮り「勤労青少年ホームは廃止

とし、体育館機能については、公民館の施設規模の基準にある「大会

議室」の位置付けで検討することとする。」との結果を受け、西唐津公

民館の移転改築事業に着手した。現在、建設中の西唐津公民館が令和

４年８月末までに工事を終え、１１月１日開館予定としているため、

同時に唐津市勤労青少年ホームを廃止としたい。 

 

２ 施設廃止の時期 

  令和４年１０月３１日 

 

３ 施設の概要 

（１）設置目的 

青少年である労働者の福祉の増進を図るもの 

（２）施設概要 

・所在地 唐津市藤崎通６９４９番地 

・鉄筋コンクリート造２階建 

・延べ床面積１，１４２．７６㎡ 

１階 教養室、講習室、集会室、談話室 

２階 軽スポーツ室、音楽室 

・位置図及び平面図・・・別添のとおり 

 



４ 利用状況 

  令和３年度 ・・・１１団体，延べ５０３回、延べ３，２０２人 

  令和２年度 ・・・１３団体，延べ５９３回、延べ４，２１２人 

  令和元年度 ・・・１２団体，延べ５８６回、延べ４，８６７人 

  平成３０年度・・・１２団体，延べ６０９回、延べ４，６４７人  

 

５ 主な利用団体 

  空手、バドミントン、ボクシング、太鼓など 



 ２０１２０３唐津市・玄海町 [唐津市１ 50図 E-5 ]
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 唐津市藤崎通付近
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西唐津公民館・唐津市勤労青少年ホーム位置図



西唐津公民館・勤労青少年ホーム平面図（１／３００）
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